
環
境
省
と
岩
手
県
が
災
害
廃
棄
物(

が
れ

き)
の
発
生
量
を
精
査
し
た
結
果
、
広
報
あ

き
た
８
月
３
日
号
で
お
知
ら
せ
し
た
岩
手
県

野
田
村
の
が
れ
き
の
受
入
期
間
と
予
定
量
が

次
の
と
お
り
変
わ
り
ま
し
た
。

受
入
期
間

８
月
下
旬
か
ら
平
成
26
年
３
月

ま
で→

９
月
４
日
か
ら
平
成
26
年
３
月
ま
で

受
入
予
定
量

８
千
500
㌧→
７
千
770
㌧

●
問
い
合
わ
せ

受
け
入
れ
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

…
環
境
都
市
推
進
課
☎(

８
６
３)
６
６
３
２

が
れ
き
の
処
理
や
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
…
総
合
環

境
セ
ン
タ
ー
☎(

８
３
９)

４
８
１
６

休
日
納
付
窓
口
を
開
設
…
国
民
健
康
保
険
税

の
納
付
を
受
け
付
け
る
ほ
か
、
納
税
相
談
に

も
応
じ
ま
す
。

日
時

９
月
15
日
(土)
・
16
日
(日)
・
17
日
(月)
、

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

会
場

市
役
所
議
場
棟
１
階
の
国
保
年
金
課

＊
国
民
健
康
保
険
税
第
３
期
の
納
期
限
は
10

月
１
日
(月)
で
す
。

●
問
い
合
わ
せ

国
保
年
金
課
収
納
推
進
室

☎(

８
６
６)

２
１
８
９

新
し
い
被
保
険
者
証
を
送
り
ま
す
…
現
在
お

持
ち
の
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
の
有
効

期
限
が
９
月
30
日
の
か
た
へ
、
新
し
い
被
保

険
者
証
を
世
帯
主
宛
て
に
９
月
21
日
(金)
以
降

に
郵
送
し
ま
す
。
簡
易
書
留
で
送
り
ま
す
の

で
、
受
け
取
る
時
は
受
領
印
が
必
要
で
す
。

新
し
い
被
保
険
者
証
は
医
療
機
関
で
受
診

す
る
時
に
必
ず
窓
口
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

70
歳
以
上
の
か
た

負
担
割
合
が
書
か
れ
た

「
国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証
」
も
一
緒

に
医
療
機
関
の
窓
口
へ
出
し
て
く
だ
さ
い
。

＊
短
期
被
保
険
者
証
、
被
保
険
者
資
格
証
明
　
　

書
を
お
持
ち
の
世
帯
に
は
、
後
日
、
更
新

に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ

国
保
年
金
課

☎(

８
６
６)

２
０
９
７

ご
み
の
不
法
投
棄
や
野
外
で
の
焼
却
は
法

律
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
違
反
し
た
場
合

は
５
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
１
千
万
円
以
下

の
罰
金(

法
人
の
場
合
は
３
億
円
以
下)

の
対

象
に
な
り
ま
す
。
不
法
投
棄
を
見
つ
け
た
ら

廃
棄
物
対
策
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

☎(
８
６
６)

２
０
７
６

経
営
セ
ー
フ
テ
ィ
共
済
は
、
中
小
企
業
を

守
る
た
め
に
国
が
作
っ
た
制
度
で
す
。
加
入

し
て
い
る
と
、
取
引
先
の
倒
産
で
回
収
で
き

な
く
な
っ
た
売
掛
金(

被
害
額)

相
当
の
資
金

貸
し
付
け
を
迅
速
に
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ

商
工
労
働
課

☎(

８
６
６)

２
４
２
９

就
業
・
不
就
業
の
状
況
を
調
べ
る
た
め
、

全
国
一
斉
に
行
う
調
査
で
す
。
調
査
員
証
を

持
っ
た
調
査
員
が
、
対
象
と
な
っ
た
家
庭
を

10
月
中
旬
こ
ろ
ま
で
に
訪
問
し
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ

情
報
統
計
課

☎(

８
６
６)

１
９
６
４

市
で
は
、
ふ
だ
ん
買
い
物
に
不
自
由
を
感

じ
て
い
る
か
た
に
食
料
品
な
ど
を
配
達
す
る

「
買
い
物
弱
者
支
援
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
構
築

事
業
」
を
、
来
年
３
月
末
ま
で
試
験
的
に
実

施
し
て
い
ま
す
。
受
託
者
で
あ
る
㈱
あ
き
た

MATION
●市　役　所　か　ら　の　お　知　ら　せ

INFOR-人口 24.８.１現在

●人口／321,731人(-31)

●男／151,326人(+6)

●女／170,405人(-37)

７月分・出生 195人

・死亡 232人

・転入 773人

・転出 767人

（ ）内は前月比

●世帯／133,120世帯(+43)

子ども手当の申請を…昨年10月以降に子ども手当の申請をしていないかたは、２月と６月の手当が
差し止められています。まだのかたは９月28日(金)までに手続きを。子ども総務課☎(866)2072

国
民
健
康
保
険
の

お
知
ら
せ

２

問い合わせ

環境都市推進課
☎(863)6631

敬老の日の
ごみ収集
９月17日(月)の「敬

老の日」は家庭ごみ
と資源化物を収集し
ます。収集日の地区
のかたはお忘れなく。

就
業
構
造
基
本
調
査
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

５ ４
中
小
企
業
の
経
営
者
の
み
な
さ
ん

ご
存
知
で
す
か
？

経
営
セ
ー
フ
テ
ィ
共
済

食
料
品
や
日
用
品
を

自
宅
に
お
届
け
し
ま
す

６

震
災
が
れ
き
の

受
け
入
れ
日
程
を
変
更

１

ご
み
の
不
法
投
棄
や

野
外
焼
却
は
禁
止

３
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市
民
市
場
メ
イ
ト
が
、
日
用
品
や
旬
な
食
材

を
自
宅
へ
お
届
け
し
ま
す
。

対
象
地
域

新
屋
、
勝
平
、
浜
田
、
豊
岩
、

下
浜
、
河
辺
、
雄
和

配
達
料

315
円(

保
冷
商
品
を
含
む
場
合
は

525
円
。
２
千
円
以
上
の
注
文
で
無
料)

●
問
い
合
わ
せ

㈱
あ
き
た
市
民
市
場
メ
イ

ト
☎(

８
９
３)

３
９
１
７

後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
の
か
た
に
、

「
い
き
い
き
長
寿
は
り
・
き
ゅ
う
・
マ
ッ
サ
ー

ジ
の
受
療
券(

１
回
に
つ
き
800
円
を
助
成
す
る

券
・
12
枚)

」
を
交
付
し
ま
す
。
ま
だ
24
年
度

分
を
申
請
し
て
い
な
い
か
た
が
対
象
で
す
。

申
請
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

を
持
っ
て
、
長
寿
福
祉
課(

市
役
所
福
祉
棟

２
階)

、
ま
た
は
北
部
・
西
部
・
河
辺
・
雄

和
の
各
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
ア
ル
ヴ

ェ
駅
東
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
岩
見
三
内
・

大
正
寺
の
各
連
絡
所
へ
ど
う
ぞ
。

●
問
い
合
わ
せ

長
寿
福
祉
課

☎(

８
６
６)

２
０
９
５

９
月
17
日
(月)
、
西
部
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
は
全
館
保
守
点
検
の
た
め
休
館
し
ま

す
。
な
お
、
住
民
票
な
ど
の
自
動
交
付
機
は

利
用
で
き
ま
す(

午
前
９
時
〜
午
後
５
時)

。

●
問
い
合
わ
せ

西
部
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
☎(

８
８
８)

８
０
８
０

平和公園と南西墓地
使用者を募集

対
象

①市内に住所または本籍がある
②遺骨を埋蔵する墓地がなく、寺院や自宅
に一時保管している(分骨は除く)

③市内に住所があり、独立した生計を営む
保証人を届け出できる

平和公園(泉)と南西墓地(豊岩)の使用者を募集
します。９月７日(金)から下記の窓口で配布する
募集案内をよく読んでお申し込みください。

次の①〜③をすべて満たすかた

窓口u生活総務課(市役所分館３階)、北部・
西部・河辺・雄和の各市民サービスセンタ
ー、アルヴェ駅東サービスセンター
申込期間u９月11日(火)から25日(火)までの
平日、午前８時30分〜午後５時15分(駅東
サービスセンターは午前９時から)

平和公園

北部墓地(飯島)と河辺墓地の使用者も募集
中です。詳しくはお問い合わせください。

南西墓地

障がいのあるかたが一
人でも多く働く場を得る
ため、事業主をはじめ市
民のみなさんのご理解と
ご支援をお願いします。

ハローワーク秋田
☎(864)4111(案内番号43#)

９月は
障害者雇用支援月間

市役所正面玄関横、北部・西部市民サービスセンター
アルヴェ駅東サービスセンター、秋田テルサ(利用は午前９時30分〜)

自動交付機はこちらにも(利用時間：午前９時〜午後７時。土・日、祝日は午後５時まで)

住民票の写しや戸籍、印鑑登録証明書などを発行
する便利な自動交付機。７月に中通のエリアなかい
ちにオープンした「にぎわい交流館」の１階にも設
置しています。利用時間は午前９時〜午後７時です
(土・日、祝日は午後５時まで)。

自動交付機の利用には「あきた市民カード」が必要です。秋田市に
住民登録している15歳以上のかたならどなたでも作ることができます。
詳しくは市民課住民記録担当へお問い合わせを。☎(866)2018

にぎわい交流館の
自動交付機 あきた市民カード

にぎわい交流館の１階にあります

問い合わせ

問い合わせ 生活総務課☎(866)2074

西
部
市
民
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
の
臨
時
休
館

８

７
後
期
高
齢
者
医
療

は
り
・
き
ゅ
う
な
ど
の

受
療
券
を
交
付
し
ま
す

ご利用ください！

ここにあるよ！
(外から入って左側)

募
集
案
内
と
申
込

＊申し込み多数の場合は９月28日(金)午前10時から
文化会館で公開抽選を行います。会場敷地内での
墓石などの営業行為はご遠慮ください。

広報あきた  平成24年９月７日号07


